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1 組織・事務分掌等

1 長崎市上下水道局組織表(令和2年4月1日現在)

局 部

44人業務部長
(演田貴博)

265人

管理者
(野瀬弘志)

9人

課・室

総務課長
(瀬崎義行)

14人 経理課長

(富本健明)

f二繊

一区襟1

20人 料金サーピス課長
(相川靖昭)

係等

221人

、

30人

収納管理係長

受付サービス係長

給排水相談係長

管理係長

水道企画係長

下水道企画係長

普及調整係長

建設1係長

建設2係長

建設3係長

給水管理係長

維持1係長

維持2係長

南部上下水道事務所長

北部上下水道享務所長

事業部長
(中村司)

5300

(中野尚志)

(若杉圭輔)

事業管理課長
(春野裕子)

28人

(井川修平)

(山口重人)

享業部次長
(三浦正秀)

水道建設課長
(辻川純博)

50人

(中村友則)

(谷角浩二)

(佐藤誠)

給水課長
6可本統一)

(榎田嘉樹)

(江頭耕二)

(宮崎哲也)

(古瀬治男)

(朝長芳孝)

(鍵本泰三)

(岩谷道則)

(向井聖治)

(篠原昌記)

(倉純一)

(三浦高宏)

(深堀和秀)

(熊本司郎)

(中垣武敏)

(平野公一)

(石橘拓也)

(下山眞一)

(村山大一郎)

(坂井道雄)

49人 浄水課長
(山口洋介)

※職員数には、管理者を含めず、派遣職員及び再任用フルタイムを含む。

12人

浄水施設係長

電機係長

手熊浄水場長

浦上浄水場長

道ノ尾浄水場長

東長崎浄水塲長

小ケ倉浄水場長

水質管理室長
(貞光朋裕)

21人

(花野伸一郎)

^係長

29人

建酘1係長

建設2係長

維持係長

下水道施酘課長
(井崎伸二)

施設管理係長

電機係長

水質係長

東部洲設係長

西部施設係長

(森川隆)

-1-

(綾部公尊)

(辻田美治)

(徳久喜芳)

(山崎保)

(森康之)

(二股龍一)

(寺園博一)

(宮崎儀行)



2 事務分掌

局

上下

水道局

2部

9課

1室

27係

5浄水場

2事務所

部

業務部
3課

7係

課室

総務課

係等

総務係

経理課

職員係

・法規、文害、広報、議会、研修及び局懸案事項並びに局内
事務の連絡調整に関すること。

・集落排水事業の予算・決算に関する二と。

・職員の勤務条件、身分、給与、旅費、福利厚生及び安全衛
生並びに組織・定数管理に関すること。

料金サービス課

経理
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財

分掌事務

収納管理係

・予算・決算(集落排水事業を除く。)、財政計画、出納及ぴ
資金運用に関する二と。

・庁舎管理、固定資産管理、用地取得管理処分、たな卸及び
物品契約に関すること。

事業部

6課

1室

20係

5浄水場

2事務所

受付サービス係

令和2年4月1日

・水道料金、下水道使用料等の調定に関すること。

・収納及び滞納整理の委託業務の運用並びに管理に関する二と。

・7K道料金等の未納に係る給水停止及び滞納処分に関すること

・水道料金、下水道使用料等に係る諸届の受付に関すること。

.7k道メータの検針の委託業務の運用及ぴ管理に関すること。

.料金システム関連機器の運用及ぴ保守に関すること。

・給水装置工事の受付、審査及び検査並びに指定給水装置工
事事業者に関すること。

・排水設備の計画確認及び検査並びに排水設備指定工事店に
関すること。

.

事業管理課

給排水相談係

管 理 係

水道企画係

.部内の総合調整、部内の予算管理、国庫補助及ぴ起債に関
すること。

,アセットマネジメント支援情報システム構築に関すること。

・水需給計画、未給水解消計画策定、事業認可、統計年報及
び開発行為に関すること。

・下水道将来計画、事業計画策定、統計年報及び開発行為に

関すること。

・下水道整備促進及び水洗化促進並ぴに下水道情報管理シス

テムに関すること。

下水道企画係

水道建設課

普及調整係

建設 係

設

"水道施設統合整備事業及び配水施設整備事業に係る設計・
施行・監督に関すること。

・配水施設整備事業に係る設計・施行・監督に関すること。

・負担金付工事及び配水施設整備事業に係る設計・施行・監
督に関すること。

2 係

3 係

管

設

係
係

建
建



札

局 部 課室

給水課

係等

給水管理係

維持

維持

・修繕工事費調定、無線管理及び送・配水施設に係る工事に
関すること。

・配水施設の維持管理、修繕及ぴ他工事依頼によるバルブ操
作に関ずること。

・漏水防止対策に関すること。

・配水施設の維持管理、修繕及び他工事依頼によるバルブ操
作に関すること。

・漏水防止対策に関すること。

・旧番焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町及び旧三和
町の区域における水道施設の維持管理及び水質検査並びに
水道料金等の収納に関すること。

・旧外海町及び旧琴海町の区域における水道施設の維持管理
及ぴ水質検査並ぴに水道料金等の収納に関すること。

係

2

南部上下水道事務所

浄水課

係

分掌事務

j脚上下水道事務所

浄水施設係

電機係

手熊浄水場

浦上浄水場

道ノ尾浄水場

東長崎浄水場

小ケ倉浄水場
/

・貯水、取水、導水、浄水及び送水施設等に係る工事並びに
維持管理に関すること。

・所管の電機施設の総括管理に関すること。

・所管の浄水場(三重浄水場含む。)の運営に関すること。

・所管の浄水場の運営に関すること。

・所管の浄水場の運営に関すること。

・所管の浄水場(本河内浄水場含む。)の運営に関する二と。

・所管の浄水場(千々浄水場含む。)の運営に関すること。

水質管理室

西部施設係
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・フk道水質の検査、調査研究、水源の汚染防止及ぴ供給水の
異臭味対策に関すること。

・汚水管・雨水渠布設工事の設計・監督に関すること。

・下水処理場及びポンプ場の土木施設工事の設計・監督に関
すること。

・汚水管布設工事の設計・監督に関する二と。

・管渠のストックマネジメント計画・実施に関すること。

・汚水管・雨水渠の維持管理に関する二と。

・取付管の整備に関する二と。

維持係

施設管理係

電機係

水質係

東部施設係

・下水処理場及ぴポンプ場の総括並びに下水処理場の整備に
関すること。

・下水処理場及ぴポンプ場の電気・機械施設工事の設計・監
督に関する二と。

・下水道水質の総合管理及び特定施設等検査に関すること。

・所管の下水処理場(東部・南部下水処理場)及びボンプ場
の運営に関すること。

・所管の下水処理場(中部・西部・三重下水処理場)及びポ
ンプ場の運営に関すること。

係
係

道
課

水
設

下
建

道
課

水
設

下
施

建
建

設
設

1
 
2
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Ⅱ長崎市上下水道局所管事務の現況

1 水道事業の現況

(1)整備状況

長崎市の水道事業は、明治24年5月に我が国3番目の近代水道として創設さ

れた。

幾多の変遷を経て現在は、これまで経験してきた大渇7K・大水害、そして近年

発生した大震災などの災害を教訓に、「安全」で「強靱」な供給体制を確立し、

将来にわたって発展的に「持続」できるよう、主要事業として、配水施設整備

事業、耐震化事業などを実施中である。

また、平成17年1月4日に合併した周辺6町(香焼、伊王島、高島、野母崎、外

海、三和)及ぴ平成18年1月4日に合併した琴海町の水道施設は、水道施設統合

整備事業が完了することから、令和2年度中に長崎市水道へ統合する予定であ

る。

なお、未給水地区の解消を図るため、令和2年度から宮摺地区、以下宿地区

及び高浜町の毛首、大野地区において、未給水地区無水源簡易水道事業に着

手する予定である。

今後は、老朽化した施設の更新・再構築が、最大の課題となるため、施設の統

廃合を推進するとともに、アセットマネジメント(中長期的財政収支に基づく資産

管理)1こよる効率的かつ効果的な事業運営を進めていくこととしており、令和4年

度のアセツトマネジメント支援情報システムの運用開始に向け、現在、システムを

構築しているところである。
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(2)水施設位図

西海市

長崎市の主な水道施設
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(3)主要指標

NO

国勢調査

推計

区

※

分

に基づく

人口

民基

録

2

単位

給

本台帳

人口

3

水

平成

28年度

人

普

4

人

人

給

424,066

及

口

平成

29年度

5

水

人

年間給水量

430,026

率

6

418,134

%

平成

30年度

1日平均給水量

414,652

数

7

424,094

年間有収水量

413,038

8

97.8

令和

元年度

408β51

n13

1日平均有収水量

218,272

418,998

9

44,901,270

rn3

407β85

年間有収率

97.8

404,158

10

217,438

rn

413β45

1日最大給水量

123,017

45,098,710

11

97.9

40,088,201

nキ3

399,116

1人1日平均使用量

217,535

12

<参考>

給水

未給

123,558

%

44β33,190

109,831

97.9

39,641,036

rn3

217,305

122,831

89.3

43,399β30

108,606

39,003,051

旦

135,560

118,579

人

87.9

106,858

265

38,106,129

134,610

554

87,0

104,115

266

135,140

540

878

264

128,フ70

526

ーフー

261

517

住
登

戸戸

外
口

域
人

区
水



2下水道等の現況

(1)汚水処理の概要

ア汚水処理区のイメージ

ム共下水道

【行政区域】

イ公共下水道事

(ア)公共下水道事業

主に市街地における下水を排除するために施行されるもの

(イ)特定環境保全公共下水道事業

公共下水道のうち、市街化区域(市街化区域が設定されていない都市

計画区域にあっては既成市街地及びその周辺の地域)以外の区域で生

活環境の改善を図る必要又は水質保全上必要な区域において施行され

るもの

ウ落排水

(ア)農業集落排水事業

農業振興地域等における生活環境を改善するために施行されるもの

(イ)漁業集落排水事業

漁業集落等における生活環境を改善するために施行されるもの

定境保全
公共下水道業

(合併化槽

漁業落
排水事業

置)

農
排水

落

(2)整状況



下水は、「汚水」と「雨水」から構成され、下水の排除方法として、汚水と雨水を

別々の下水管渠に流す「分流式」と同一の管渠に流す「合流式」があり、長崎市は

「分流式」を採用している。

汚水処理については、昭和27年に事業着手し、昭和36年12月に最初の下

水処理場として中部下水処理場の供用を開始して以降、順次処理区の拡大を行

い、市町村合併を経て現在は14処理区となり、5処理場と6浄化センターの 11

処理施設で汚水を処理している。

一方、雨水の排除については、昭和27年に中部排フK区(現中部第一排フK区)

の事業に着手し、現在は32排水区を雨水の事業計画区域としており、浸水防除

のため、雨水渠等の整備を進めるとともに 2 箇所の雨水排水ボンプ場を運転し

ている。

現在、保有する下水道施設の老朽化が大きな課題である。平成 30年度まで

は下水道長寿命化支援制度を活用して予防保全の改築を行ってきナこ。しかし、

平成 28年度に下水道ストックマネジメント支援制度が創設されたことから、事故

や機能停止を未然に防止するためにライフサイクルコストの最小化、予算最適

化の観点も踏まえ、平成 29年度にストックマネジメント実施方針、平成30年度

にストックマネジメント計画を策定しナこ。今年度も、このストックマネジメント計画に

基づき、計画的な点検、調査、改築を進めることとしている。

今後は、集落排水処理施設を含めた汚水処理施設の統廃合などを推進すると

ともに、水道事業と同様にアセットマネジメント(中長期的財政収支に基づく資産

管理)1こよる効率的かつ効果的な事業運営を進めていくこととしており、令和4年

度のアセットマネジメント支援情報システムの運用開始に向け、現在、システムを

構築しているところである。
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(3)下水 施設位図

西淘市

、..r゛^^.

.,〆"゛

大江・影上・大子

神 T
処理区

ンタ

蛤
処理区

大平

化セ'

長市の下水道等設の現、

写中

中継ポンプ基
、扇fU

セン

,

＼ー
.

惣南郁

1轟,轟'イ

、

1賜

^轟屶蒲

^

ン

^」イセンター
亘忍主王釜上琵ン

ノロ ン

、

.

、
.

、.

ン

,

西

島

大村市

長与町一'、

、

理区

伊王

処区

.

中岳

南郁

重

ノ

ノ

牡下

.ノ

.

ノ

、.

調整

0 -,',.

下

0

ン

諌早市

、

光西瓜

処区

塵部

ン

虫尾

_M_松原

P

慎

処理区

頓部

B

処

ン

ン

野野串

高浜本村
浜・以下

R

A

処理区

'長ンプ場

ゞ詠子プ盧

,

下

処理区

゛

0

E

下

§ゞ轟

帝'点

^*,茂

^轟男

太田

岬

舟理区

凡倒

中■区

南醇昌■区

^案岳暖区

^重昌舟理区

尋鷄電区

^伐昂理区

^伊王島塾理区

^一和処区

^尋寓■理区
^大畢昌理倣

^特定■填促量酔兵下享

^識章晶摺憐*昌電匡
鵬素熱換序鶴逢応

下水鶴電段

下水処電算設橿蛇停止

庫識応畢槌京錦珪

典亀扇躍槙水舟理

●痘量匡訂地
中■,忙,,^

中鳳"しプ場盛健停止

・
会

,
、
.

、

、
>

童
区理

三
兇

公
共
下
ホ
迦

三

三
中

和
区

三
処

H
 
1
 
J
 
K

、
!
西

区
C



j(4)主要指標

①公共下水道事業

NO

※
国勢調査

推計

区分

民基

録

2

に基

人

272

民基本

録世帯

3

づく

口

本

人

単位

処理区域内人口

4

142,591

平成
28年度

人

処理区域内戸数

5

270

人

水

424,066

6

平成

29年度

洗

水

430,026

7

化

洗

人

418,134

普及率

210β44

人

平成

30年度

8

化

424,094

普及率(世帯)

口

403,058

9

413,038

人

208,293

水

数

(人)

197,158

令和
元年度

10

418,998

398,57フ

洗

年問総処理水量

388β35

11

407β85

207,444

%

195,632

化

190,001

12

日平均処理水量

413,845

394,114

%

386β93

年間有収水量

率

13

206,633

937

194,955

%

189,470

14

日平均有収水量

390,148

93.フ

382,363

m

年

15

94.0

194,554

96'5

47,357,113

188,948

m

間

16

93.9

日最大処理水量

有

379,069

m

1 人 1日平均有収水量

129,746

94.1

収

96.9

47,113,591

188β20

38,614,502

m

率

94.0

%

129,078

94.3

105,793

97.0

46β08,370

38,303,272

m3

942

81.5

128,242

104,940

旦

97.2

46,696,27フ

137,742

37,902,フ72

813

127,585

272

103,843

140,029

37,408,947

810

272

102,210

138,953

-11-

80.1

戸

台

台

戸

住
登

戸戸

住
登
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Ⅲ主

1 水道事業の主要事業

配水施設整備事業

の概要

1)事業の概要・目的

本事業は、破損事故の防止、管路の耐震化、漏水防止対策の強化及び出水不良の解

消を目的に、第11次配水施設整備事業として平成30年度から令和4年度までの5か

年継続事業(総額100億円)として老朽管の布設替及び新規の管路布設等を実施して

いる。

その中でも老朽管の布設替については、破損時における市民生活への影響を考慮し、

口径が大きい基幹管路や重要拠点へつながる管路などの幹線管路を優先しながら更

新することとしている。

また、更新する管路の選定については、以下の項目による管路機能評価を行ったう

えで、施工条件や並行工事による緊急性などを含め、総合的に判断している。

項目

管の状況

老朽面

耐面

水理面

水質面

管の種類、経過年数

腐食度ランク、事故の影響度(道路区分等)、

重要拠点影響度(避難所、医療施設等)、影

水圧低下の影度等

残留塩素の減少、滞留等

その他、給水区域内の未整備箇所における新規の管路布設等も併せて本事業におい

て実施している。

なお、老朽管の布設替にあたっては、耐管への切替を実施しており、一部につい

て、国の生活基盤施設耐震化等交付金を活用して耐震管への切替えを進めている。

2)取組状況

①令和元年度実績

工事延長 12.5km

②成果指標等(令和元年度末時点)

【参考】第11次配水施設整備事業(平成30~令和4年度)

施工済延長 21,9km/総延長 66.8km (進捗率32.8%

評価内容

事故履歴等

世帯数等



【参考】配水管布替の状況

長地区送・配水管推進工事(その
道町(川横断)φ50om

4虫鼻睡

^^■^

^^^^

度岬
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書虹心1"ト

'駒

推進工法(イメージ)

上町配水布設工事φ90om
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配水管削布
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状況

文教町・昭和1丁目配水布設工事φ500棚
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水道施設の耐震化

1)事業の概要・目的

水道施設は、市民生活に不可欠なライフラインであり、重大な地等の災害が発生

した場合においても被害を最小限にとどめ、早期に復旧が可能となるように耐震化を

推進する必要がある。

水管、送水管、配水本管などの基幹管路については、配水施設整備事業などにお

いて耐震管への布設替を実施している。

また、配水タンクについては、耐震診断の結果等により対策が必要であると認めら

れた施設にっいて、給水状況や老朽度に応じた優先順位を決定し、順次耐震化工事を

実施している。

浄水場の耐震化においては、管理棟などの建築物にっいては必要な耐補強工事を

完了しており、現在、土木施設の耐震化工事を実施している。

なお、実施にあたっては、国の生活基盤施設耐震化等交付金を活用している。

(2)取組状況

①令和元年度実績

・配水管布設替(第Ⅱ次配水施設整備事業)

・配水タンク築造(川原低部減圧槽)

・耐震補強工事(手熊浄水場・三重浄水場・三川配水槽)

②成果指標等(令和元年度末時点)

※基幹管路の耐化率【マスタープランに掲】

耐性がある基幹管路延長[229.6km]

/総延長[421.okm]

※配水池耐化施設率【マスタープランに掲】

耐震化されている配水池容[67,448m']

/配水池総容[179,661.9mη

【参考】浄水場(浄水施設)耐震化施設率

耐震化されている施設能力[19,460m'/日]

/全施設能力[190,991 m'/日]

54.5%

伶和元年度目標値50.0%)

37.5%

伶和元年度目標値40.3%)

10.2%



【参】耐化工

川原低部滅圧槽

の状況

工事

手熊水場耐戻補工事

コンクリート製のタンクを

ステンレス製のタンクに改

§"

三川配棺耐補強工事

に配筋しコン

クリートで打増補強

造後

強前

耐震強後

補強中

量
強後

f
例

元
1



水道施設統合整備事業

1)事業の概要・目的

合併地区の水道事業及び千々簡易水道事業を長崎市水道事業に統合するために必

要な水道施設の整備を行い、小規模な水源や浄水施設を廃止することで安定した水の

供給や施設管理体制の強化を図り、あわせて大崎地区などの水道未普及地域の解消を

目的に、平成17年度~令和元年度までの事業として実施しており、令和2年度中に

通水を行い、統合を完了する予定としている。

なお、本事業の一部については、国の補助事業である簡易水道再編推進事業を活用

している。

・水施設(水管工事延長1,9km)

・配水施設(送水管 108.7km、配水管 39.1km、ポンプ設備等)

・総事業費 15,903,323 千円

(2)取組状況

1 令和元年度実績

・送水管φ 50~φ450肺工事延長 1.2km

・配水管φ 25~φ150脚工事延長 1.3km

・配水タンク・ボンプ場築造(外海第2配水槽、道徳減圧槽ほか)

※水道未普及地域の解消として実施した大崎地区については、平成 30年度に供

用開始した。

また、同様の目的で平成27年度から未給水地区無水源簡易水道事業として実

施した琴海・桜谷地区においても、平成29年度に事業を完了しており、平成30

年度に供用開始した。

②成果指標等(令和元年度末時点)

※浄水場の施設数【マスタープランに掲載】

・施設数 47箇所(合併当初)

・廃止した施設数 14箇所

【参考】水道施設統合整備事業進捗率(事業費進捗)

令和元年度末見込[15,579,962 千円]

/全体[15,903,323 千円]

33 箇所

伶和元年度目標値7箇所)

98.0%

※一部工事を繰越
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2 下水道事業の主要事業

長寿命化・不明水対策事業

1)事業の概要・目的

上下水道局が保有する汚水処理施設や管路施設などの下水道施設については、老朽

化による処理施設の機能停止や管路破損に伴う道路陥没事故を未然に防止し、施設の

健全度を維持するため、財政状況を踏まえた計画的な施設の改築を行う必要がある。

長寿命化対策事業は、施設の耐用年数や施設の修繕・点検及び管内カメラによる調

査などにより判明した老朽化が著しい施設について、費用対効果を踏まえながら処理

区ごと処理場ごとに 5 か年の事業として、国の社会資本整備総合交付金を活用して

実施している。

なお、国の下水道長寿命化支援制度は、令和2年度に終了し、下水道ストックマネ

ジメント支援制度に移行する。長崎市では、移行期間中である平成30年度に令和元

年度から令和5年度までの 5年間の下水道ストックマネジメント計画を策定し、下

水道ストックマネジメント事業として点検、調査、改築を実施することとしている。

また、不明水対策事業は、汚水管への雨水浸入防止を目的として、老朽化した汚水

管の更生、汚水桝の取替及び穴あき鉄蓋の取替等を実施している。

(2)取組状況

①令和元年度実績

0長寿命化対策事業

・汚水管更生(滑石地区、虹が丘地区ほか) 2,617m

・処理場施設改築(南部、三重、西部、東部下水処理場)

0不明水対策事業

・汚水管更生(西海町地区) 430m

・汚水桝等取替(元船地区、虹が丘地区ほか)46箇所

・穴あき鉄蓋取替(横尾地区ほか) 265箇所

②成果指標等(令和元年度末時点)

※コンクリート管の管更生率【マスタープランに掲敢】

(長寿命化対策事業の対象管岼成23~30年度))

施工済延長[17,048m]/全体[36,697m]

※鉄蓋交換率【マスタープランに掲載】

密閉・浮上防止型鉄蓋設置数[80,097箇所]
/人孔・桝の総数Π15,683箇所]

【参考】コンクリート管の管更生率
施工済延長[41,299m]/全体[184,463m]

46.5%

(令和元年度目標値35.孕陶

69.2%

伶和元年度目標値70%)

22.4%



【参考】汚水管更生写真及び下水道処理施設改築写真

汚水管更生前

西下 場計装設儲(水理)改疑工事

汚水管吏生後

【参考】ストックマネジメントの全体の流れ

年度 H23~"28 H29 H30 R元 R2 R3

下水道
設全体の 改築対象施ストックマネ

収拠 設の調ジメント
評 選定

計画策定

改築前

修正見直

下水道

スト"マネ

ジメント事業

下水道ストックマネジメント計画

に墓づく実施

(5ケ年間

長寿命化計画
(下水道ストッウマネジメント

改築後

に移行)

修正見直

下水道ストッウマネジメント計画

に基づく実施

(5ケ年間

ス、マ;'メン



公共下水道雨水建設事業

)事業の概要・目的

潮位の影響を受けやすい河川や海沿いの低地地区や河川の流下能力が不足する地

区では、集中豪雨などが発生した場合、雨水が河川や側溝などで十分に排除できず、

浸水による道路冠水などが度々発生している。

この事業は、そのような地区について、浸水の防除を目的として先的に事業計画

を策定し、国の社会資本整備総合交付金を活用して雨水渠・雨水排水ボンプ場等の雨

水施設の整備を実施している。

また、雨水ぢbk区につぃて、平成30年度に事業計画の変更を行っており、文教排

水区、築町排水区及び小ケ倉第四排水区を追加し、順次雨水渠整備を実施することと

している。

(2)取組状況

1 令和元年度実績

・中部第三排水区(尾

・中部シシトキ排水区

寸則・管渠実施設計

②成果指標等(令和元年度末時点)

町・八千代町)雨水渠布設工事 234m (駅周辺地区)

(寺町ほか)雨水渠布設工事 86m

(築町排水区・文教排水区・小ケ倉第四排水区)

※雨水管整備率【マスタープランに掲載】

整備済面積四35ha]/事業計画面Π,225ha]

76.3%

伶和元年度目標値72.即陶



【参考】雨水渠整備状況

中第三排区(尾上町・八千代町)雨水渠布設工事(駅周辺地区)

イメージ図

【削工法】地面の上から直

施工写真

,,f,'

削する一般的な工法

水渠(貯管 4×2m)布設状況



下水道施設統合整備事業

)事業の概要・目的

老朽化が進んだ中部下水処理場(昭和36年12月供用開始)の水処理機能を、令和5

年度末までに停止することに伴い、中部下水処理場において処理している汚水を西部

下水処理場に送水するための新ネットワーク管の布設及び西部下水処理場の水処理

施設の増設を行っている。

なお、実施にあたっては、国の社会資本整備総合交付金を活用している。

下水道施設統合整備事業

・新ネットワーク管の布設全延長594m

.西部下水処理場水処理施設の能力増強(フ~9系列を増設)

(2)取組状況

①令和元年度実績

.西部下水処理場水処理8 系設備工事(平成30~令和元年度

・西部下水処理場水処理施設9系実施設計

②成果指標等(令和元年度末時点)

※新ネットワーク管の整備進捗率

【マスタープランに掲載】

完成延長[319m]/全体延長[594m]

新ネットワーク管整備

・平成27~29年度1工区施工済み

(駅西側浦上川横断部分)

・令和2~3年度2工区施工予定

(駅東側部分)

務負担行為設定)

53.フ%

伶和元年度目標値52.3%)



【参考】中部下水処理全景及び新ネットワーク管布設予定図(航空写真)

既段ネツトワーク管
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Ⅳ上下水道事業マスタープラン2015の進捗状況

1 水道事業

基本理念基本方針

r'E

女

全

基本施策

1 -1 安全な水道水の
供給

■

基本施の要及ぴ主要な事業
●源から蛇口に至るまでの総合的'水質理に'いて、危理という

点も視しながら、常に安全・安心で良質な水道水を供給します。
・水道施設統合整備業(H17~R1年)
・水道GLPの認定(H20認定取得、 R2更新予定)
●未給水地域の解消に取り組みます。
.未給水地区無水源簡易水道事業(RI.毛首・以下宿)

強

1 -2

靭

広報・広聴活動
の推進

●紙、パンフレット、ホームページ等による供の大、フ
施酘見学会」や「水フェスタ」などの市民参加型イベントの充実を図りま
す。
.ペットボトル水「あじさいの雫」の作成(RI:18,960本)
・「フKフェスタ」(RI:参加者約5,000人)
●小学校への「出前授業」及び自治会などへの「出前・座」の開催など、
幅広い世代を対象として積極的な報発信を行います。
・若手職員による市内の小学校への出前授業(RI:30校)
●アンケート調査等を積極的に活用し、市民の声を事業運営に反映させる
仕組み作りを進めます

2

で

2-1

持

施設の機能強化

続

■フ要予測等をに行いな力ら、・めらる設能をった正
槙での施般の更新や統廃合を進めます。
・水道施設統合整備 (H17~RI)

・配水施設整備事業(第11次計画 H30~R4)
●補強工事などによる施設の延命化を図るなど、日常的な維持管理の充実
により施設桜能を強化します
・給配水施設維持管理業務委託

2-2

す

防災対策と危機
管理対策の強化

3

●設の耐化など、ハード面の整により災にえま。
・水道施設耐震化事業(配水池、浄水場、管路、ポンプ場等の耐
・配水施設整備事業(第11次計画 H30~R4)
・地震等災害時の緊急拠点施設整備事業
●災害時のマニュアルの充など、ソフト面の整を行います。

る

3-1

的

健全な事業経営

水

●これまで取りんでた企のなど、
き行います。
●収入増対策に取り組みます。
●アセットマネジメントの実践により、
す。
・アセットマネジメントシステム支援

3-2

道

組織力の強化・
向上

3-3

●民間委託の等により職の正化をしま。
・民間活力の入及び連強化
●技術の習得、技術力の向上及び技術等の継承を行い、組織力の強化を図
ります。
・人材の確保と育成、新たな技術や資格の習得・研究等
●近隣の水道事業者との連携等により、経営の効率性を図ります。
・他都市等との技術交流、事務の効率化、適正な組織体制の構築

の低・二0けた業運営を目しま。●環
.ポンプや受変設等における省エネルギー型機器の導入

環境負荷の低減

を引き的な

経営基盤の強化と健全化を進めま

報システム築(H30~R4)

化)

安
全
で
信
頼
さ
れ
る
水
道

強
靭
で
安
定
し
た
水
道

発
展

持
続
す
る
水
道
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1 普及率

②長崎市の水は安全で安心して
81.9% 80,9% 85.叫飲めると感じる市民の割合

^況の明及(' の取み)

1目値を達成しており、今後は用対効果を勘案しながら整していく。
②前年度と比較して0.9%珸加しており、イベントや出前座等の広報活;こより認知度が高まっているものと考えるが、
は達成できなかった。今後も、イベント等の広報活を行うとともにホームページやSNS等の充実を園ってぃく。'

指標名

指標名 近値(平成26年度) 令和元年度 目標値(令和元年度)

3 水道水を直接飲む市民の割合 42.0% 32.2郭 50.0%

④浄水を見学した団体數 84件 飾件 90件

⑤出前授業を実施した小学校数 30校 35校

況の明及ヲの取み)

3生活スタイルの多様化により、水水を接飲む市民の割合は、年々減少傾向にある。安全・安心でおいしい永のPR活動は継
続していくが、生活スタイルの杢化を踏まえ、成果指標の見直しを行う。
④目値は達威できなかったが、引き続き、玲水見学を通じて水道の唇発を図っていく。
⑤前年度と比較して施校飯は悟増したものの、目標値は違成できなかった。今後も、将粂を担う子どもたちに、上下水道に関
心を持ってもらうとともに、上下水道に関する知識を正しく理解してもらう取組みを継続する'

目標値

成果指標の令和元年度の実績
近値(平成26年度)

97.眺

6 浄水の施設数

⑦有効率

況の明及(' の取み)

⑥目標値は違成できなかったが、令和元年度で水施設統合整備業が完了したことから、令和2年度以降、順次施設を廃止し
ていく。

⑦近年は撤減が続き、目値は達成できなかったが、引き続き、有降水量の増加に努めていく

指標名 直近値(平成26年度) 令和元年度 目標値(令和元年度

⑧基幹管路の化率 37.6 54.5% 50.0%

⑨配水池耐化施設率 32.0% 37.乳 40.3%

(' 況の明及 の取み)

⑧目値を達成しており、引き続き、配水施設整業を継続し、老朽の更新及び新設をしていく。
⑨配水池の耐震化率は年、上昇しているものの、目値は達成で、なかった。今後も、計画的に施設あ耐震化を図っていく。

令和元年度

33箇所

91.フ%

指標値の上昇を目指す

目標値(令和元年度)

26年度から596削減
(0.1705kl/千市)

指標名

令和元年度

97.鰐

指標名
⑬水施設のエネルギー消費

削減率(※算出は毎年7月予定)
況の明及今の取('

⑬目は達成できなかったが、

指標値の下降を目指す

直近値(平成26年度)

目標値(令和元年度)

97.飾

目標値(令和元年度)

7箇所

95.0%

指標名 直近値(平成26年度) 令和元年度 目標値(令和元年度)
⑩アセットマネジメント支援

18.鵠 75.0
情報システムの築率

⑪企業債の残高 162億円 124億円 122億円

(' の取み)況の明及

⑩システムの構築開始が2年遅れたことで、構築率は目値を達成できなかったが、構築開始後の進捗は順調に推移しており、
令和4年度にはシステムの構築が完了する予定である。
⑪計画的に縮減を行い、順調に推移しているものの、目標は達成できなかった。今後も、毎年度の借入額を元金償'額以下に
抑制することで、残高の縮減を図っていく

指楳名 直近値(平成26年度) 令和元年度 目標値(令和元年度)

⑫職員給与費対営業収益比率 13,1% 12.3% 13.1%

況の明及(' ^
の取み

⑰営業収益が前年度と比べ、約2 4千万円減少したものの、浄水の水道整士の一部を再任用化した二となどにより、職
給与費が約5.400万円減少'たため、前年度より0.3%裁少し、目標を達成できナこ。引き続き、務処理体制の見直しや民活力
の活用、職配置の適正化に取り組んでいく

直近値(平成26年度)

38箇所

93.鶚

平成30年度
26年度から9.フ%増加

(0.1969kl/千市)(0.1795k1 千市)
み)
さらに省エネルギー機器の導入を図っていく

介
介

介
介

0
介

介
介

介
0



2

基本理念

下水道事業

基本方針 基本施策

と

1 】 1 普及・水洗化促
進

-26-

●未普及地区解消のための管渠施設の設や既整備地域の水洗化を
ます。
・フk洗化勧奨業務、水洗化補助金交付業務
●計画人口等の将来予測を見直し、全体計画の再構築を行います。
・公共下水道建設事業(私道など)

1 -2 広報・広聴活動
の推進

、

●広報紙、パンフレッド、ホームページ等による報提供の拡大、下水
道施設見学会」や「水フェスタ」などの市民参加型イベントの充実を図り
ます。
・「フKフェスタ」(RI.参加者約5,000人)
●小学校への「出前授業」及び自治会などへの「出前講座」の開催など幅
広い世代を対象として積極的な情報発信を行います。
・若手職員による市内の小学校への出前授業(RI.30校)
●アンケート調査等を積極的に活用し、市民の皆様の声を事業運営に反映
させる仕み作り進めます

1 -3

強

環境負荷の低滅
と下水道資源の
活用

基本施策の概要

2

2-1

●下水処理における省エネルー化を進めると同時に、下水がもつ潜在的
な資源・エネルギーを活用する取組みを推進します。
・ポンプや受変電設備等における省エネルギー型機器の導入
・汚泥減容化・再資源化の推進 6石泥の有効活用)

施設の機能強化

.

●人口や処理水量の減少に応じた、適正規模での施設の更斬を進めます。
●補強工事などによる施設の延命化を図るなど、日常的な維持管理の充実
により、施酘機能を強化します。
.長寿命化・不明水対策事業(汚水管カメラ調査、汚水管更生工事、下水
処理場・ポンプ場の改築、マンホール鉄蓋取替)
・下水道ストックマネジメント計画策定事業

翫

2-2

゛

進し

防災対策と危機
管理対策の強化

●大規模地震等などの災力発生した場合でも、耐震化などを行うことよ
り被害を最小限にとどめ、災害時のマニュアルを充実させる二となどによ
り早期の復旧を行います。
・下水道施設統合整備事業.新ネットワヤク管布設、西部下水処理場水処
理施設の増設
・公共下水道雨水建設事業:中部第三排水区(長崎駅周辺地区)、中部シ
シトキ排水区(寺町地区)

3

3-1 健全な事業経営

●これまで取り組んできた企業債の縮減など、効率的な事業運営を引き続
き行います。

●収入増対策に取り組みます。●アセットマネジメントの実1圭に1り、経営基盤の強化と健全化を進めま

3-2

す。
.アセットマネジメントシステム支援情報システム構築(H30~R4)

組織力の強化・
向上

亀民間委託の拡大等により職員数の適正化を推進します。
・'民間活力の導入及び連携強化
●技術の習得、技術力の向上及び技術等の継承を行い、組綴力の強化を図
ります。
.人材の確保と育成、新たな技術や資格の習得・研究等
・事務の効率化、適正な組織体制の構築
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1 下水道普及率 93.2% 叫.3% 93.9%

②下水道水洗化率 95,酬 97.2% 97.佛

(進況の明及今の取組み)
a)②普及率及び水洗化率ともに順調に推移し、目標値を達成しており、引き続き、管渠施設の建設や水洗化勧奨業務等により事
業の進捗に努める。

3 下水処理を見学した団体数 43件 20件 50件

④出前授業を実施した小学校数 3校 30校 35校

(' の取組み)況の明及

③目標値は達成しなかったが、引き続き、処理見学を通じての下水道の啓発を図っていく。
④前年度と比較して実施長数iよ倍した、のの、目値は達成できなかっナニ。今後も、将来、担う子どもたちに、 上下永道に関
心を持ってもらうとともに、上下水道に関する知識を正しく理解してもらう取組みを継続する。

.

?6 30

⑤下水道施設のエネルギー消 26年度から3.1%削減 26年度から5%削減
削滅率(※出は毎年7月予定) 0.1397kl/千市) (0.1354kl/千所) (0.1327kl/千雨)

(' 況の明及サの取組み)

⑤目値には達しなかったものの、平成30年度は目値に近い削減率であった。今後は、さらに省エネルギー機器の導入や汚
泥の有効活用を検討し、エネルギー消費の削滅を図っていく.

成果指標の令和元年度の実枝
、

60.3%

6 コンクリート管の管更生率 14.眺

⑦鉄蓋交換率 66.0%

況の明及 の取組み)('

⑥目値を達成しており、引き続き、管更生工を行い施設の機能強化を図る。
⑦目標値は達成しなかったが、今後も計画的に鉄蓋の交換を行い不明水の減少に努める

.

指標値の上昇を目指すーこコ戸指標値の下降を目指す

53.フ%

8 処理場の耐震化牢

9 新ネットワーク管の整進捗率

35.覗

70.0%

⑩雨水管整率

(' 況の及サの取み
⑧目標値は達成しなかったが、今後も計回的に施設の
⑨目標値を達成しており、引き続き、下水道統合整備
処理に統合する。
⑩順調に雨水管整が行われ、自値を達成しており、

乃.1%

940億円

⑪アセットマネジメント支擾
報システムの構築率

⑫企業の残高
^

の取み)(' 況の明及

年度にはシステムの築が図られる予定である。

ていく。

65.6%

52.3%

740億円

⑪システムの構築開始が2年遅れた二とで、構築率は目標値を達成していないが、開始後の進捗は順調に推移しており、令和4

⑫計画釣に縮減を行い、目標値は達成できナニ。今後も、毎年度の借入額を元金償'額以下に抑制することで、残高の縮減を図っ

、

26

60,佛

※27年度から施

18.脇

72.3%

⑬職給与費対営業収益比率 6.鶚 6.2%

⑭包括的民間委託する処理場の数 5処理場 6処理場

況の明及今の取組み)('

⑬営業収益が前年度と比べ、約1 3.400万円減少するとともに、退職手当負担金の見直しによる増などにより職員給与が約
990万円増したため、前年度より0.したものの、目を達成できナニ。引き続き、事務処理体制の見しや民間活力の活用、
職配の適正化に取り組んでいく。ー"'
⑭目値は達成できなかったが、今後は更なる民間活力の導入により職数の適正化を推進し、組織力の強化を図っていく

710億円

邑語防圧;1,

6.5%

Ⅱ処理場

46,5%

69.2%

71.6%

震化を図っていく。
禦を実施し、令和5年度までに中部下水処理場の水処理機能を西部下水

引き続き、事業を継続し整率の向上に努める。

75.醐
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